
〇 平成５年度から開始した県営担い手育成基盤整備事業の担い手組織として設立された内野営農

組合は、隣接する４集落（旧老蘇地区）350ha規模の各集落特定農業法人の共同体制で地域発展
を目指す。

〇 内野集落では、この農事組合法人の取り組みを側面から支援するため、平成19年度から「農
地・水・環境保全向上対策」に取り組み、イノシシ被害を防ぐための防護柵の設置や地域住民の
交流を促進するホタルの観察会を地域のコミュニティセンター及び隣接集落との共同で開催。

○ 防護柵を設置後、１度もイノシシによる被害
が発生しなくなり、担い手が安心して営農に取
り組める環境が整った

○ 草刈りが大変な法面の芝生が定着すれば、
管理作業が大幅に軽減される

○ ホタルの鑑賞会を共催で実施することに
なったことで、内容の充実（専門家による１時
間の講義を追加）、安全性の向上（ロウソク→
ソーラーシステムの利用）、参加者の増加（単
独実施：数十人程度→共催：約200人）が図ら
れた

○ 本地区は、平成５年度から基盤整備事業を
実施し、内野営農組合を中心とした担い手に
農地集積を進めてきた

○ 担い手に一層営農に専念してもらい、地域
の発展を望む一方、従来から地域で行われて
きた水路の草刈りや泥上げだけでなく、施設
の補修や農村環境保全の取り組みの必要性
が高まった

○ イノシシによる被害が増えてきたため、平成
25年度に集落全戸に呼びかけ、共同活動で
1,300mの防護柵を２日間で設置。毎年巡回管
理を行い、補修を実施

○ 山裾の段々畑の法面の芝生化による管理
作業の軽減に成功した地区を視察し、指導を
受け、本地区の草刈りが大変な３m近くある法
面に芝生を植栽（H28～H29）

○ 平成25年度からホタルの鑑賞会を開催。平
成27年度からは同様の取り組みを行う地域の
コミュニティセンターと隣接する集落との共催
で実施

活動開始前の状況や課題 取組内容 取組の効果

基盤整備事業実施後の内野地区

【地区概要】多面的機能支払交付金

・取組面積 118.26ha
（田108.88ha、畑9.38ha）

・資源量 水路27km、農道9km
・主な構成員 農業者、非農業者、

農事組合法人、子供会等
・交付金 約４百万円（H29）

内野環境保全会（滋賀県近江八幡市）

地域農業と農事組合法人を支える共同活動の取組

農地維持支払
資源向上支払（共同）

イノシシ防護柵

びわマンゴー 花菜の契約栽培

大豆の契約栽培 水稲の湛水直播

うちの おうみはちまんし
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【内野営農組合の取り組み】


